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「さいたま市高齢者防火運動」を実施します 

～住宅火災から高齢者を守るため～ 

 
 住宅火災による高齢者の被害軽減を図るため、今年度から新たに、高齢者に重点を

置いた「さいたま市高齢者防火運動」を実施します。 

 
１ 背景 

  住宅火災による死者の約６割を高齢者が占めていて、高齢者被害の更なる増加が

懸念されることから、高齢者に重点を置いた「さいたま市高齢者防火運動」を実施

し、住宅火災による高齢者の被害軽減を図るもの。 

 
２ 期間 

  令和４年９月１６日（金）から９月２２日（木）まで（敬老の日を含む１週間） 

 
３ 内容（別紙参照） 

  高齢者を対象とした防火講話の実施 

   駅等での火災予防普及啓発活動の実施 

   防火訪問の実施強化 

   各種媒体を活用した広報の実施 

 
４ 住宅火災による死者の発生状況 
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「さいたま市高齢者防火運動」実施内容 

 

 

 

１ 高齢者を対象とした防火講話の実施 

  通所介護施設 ２５施設 

   老人福祉センター・老人憩いの家 ５施設 

   高齢者関係団体 １団体（２会場） 

 

２ 火災予防普及啓発活動 

日時 実施場所 担当 

９月１６日（金） 

１０時００分～１１時００分 
ＪＲさいたま新都心駅 大宮消防署 

９月１６日（金） 

１１時００分～１２時００分 
ＪＲ浦和駅 

予防課 

浦和消防署 

９月１７日（土） 

１０時３０分～１１時３０分 
マミーマート岩槻店 岩槻消防署 

９月１７日（土） 

１５時００分～１７時００分 

岩槻駅東口 

クレセントモール 
岩槻消防署 

９月１９日（月） 

１０時３０分～１１時３０分 

スーパーバリュー卸売 

パワーセンター岩槻店 
岩槻消防署 

９月２２日（木） 

７時３０分～８時３０分 
埼玉新都市交通 今羽駅 北消防署 

 

３ 防火訪問の実施強化 

  高齢者世帯を対象に、住宅火災における出火防止対策、火災発生時の対応及び住

宅用火災警報器の設置・維持管理等の指導を実施するとともに、住宅用火災警報器

未設置世帯等に対し、設置完了までの継続的な指導を強化する。 

 

４ 各種媒体を活用した広報 

   ＳＮＳ等の電子媒体を活用した広報 

   市内各施設の館内放送を活用した広報 

   市内各駅の電光掲示板及び構内放送を活用した広報 

  レシートを活用した広報 

  消防車両による巡回広報 

 

 

※上記１・２については、取材可能です。取材を希望される場合は、事前に予防課ま

で御連絡下さい。 

別紙 



  

 令和４年９月１６日(金)～９月２２日（木） 

裏面につづく 

住宅火災の実態

住宅火災による死者の約６割が高齢者です。

住宅火災で亡くなられた方の約８割が逃げ遅れです。 

※逃げ遅れの理由：発見の遅れ、判断力・体力の低下、逃げ切れなかった等 

高齢者の死者が多い主な火災原因 

たばこ 

ストーブ 

灯火（ロウソク等） 

電気配線 

※過去３年間のさいたま市内のデータ 

住宅火災による高齢者の被害が増加しています。 

さいたま市消防局では、住宅火災から高齢者を守るため、敬老

の日を含む１週間を「さいたま市高齢者防火運動」期間と定め、

高齢者に重点を置いた様々な啓発活動を実施します。 

本運動を機に、もう一度、家庭の防火対策を考えてみません

か？ 



  

 

【問い合わせ先】 

西消防署  TEL623-1199 FAX625-2818  桜消防署   TEL836-0119 FAX836-0139 

北消防署  TEL654-3456 FAX 654-3455 浦和消防署 TEL833-1319 FAX 833-1233 

大宮消防署 TEL648-6505 FAX 648-9987 南消防署  TEL861-0119 FAX 861-1954 

見沼消防署 TEL681-0119 FAX 681-0120 緑消防署  TEL873-0119 FAX 875-1869 

中央消防署 TEL852-9119 FAX 857-8473 岩槻消防署 TEL749-0119 FAX 749-0120 

消防局予防部予防課 TEL833-7509 FAX833-7529 

早く知る！ 

早く消す！ 拡大させない！ 

火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点

検し、10 年を目安に交換しましょう。 

身の危険を感じたら、煙を吸わないようにすみやかに避難し

てください。 

火災を小さいうちに消

すため、消火器等を設

置しましょう。 

火災の拡大を防ぐた

め、防炎品を使用しま

しょう。 

 

 住宅火災から高齢者を守るためには？ 


